
野 田 市 告 示 第 ２ ４ ６ 号 

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の１２及び第１１５条の２１の規

定により、次の事業所を指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防

サービス事業所に指定更新したので、同法第７８条の１１及び第１１５条の２０の規

定により告示する。 

 

令和５年９月２９日 

 

野田市長 鈴  木  有     

 

 

１ 介護保険事業所番号       1271301507 

 

２ 事 業 所 の 名 称       デイサービスなごみ 

 

３ 事 業 所 の 所 在 地       千葉県野田市清水 171-7 

 

４ 指 定 の 申 請 者       株式会社宮下 

 

５ 主たる事務所の所在地       千葉県野田市清水 15 

 

６ 代 表 者 の 氏 名       宮下慶子 

 

７ 代 表 者 の 住 所       千葉県野田市野田 677-1 

 ローズハイツ野田愛宕 A棟 310号室 

 

８ 指 定 更 新 年 月 日       令和 5年 10月 1日 

 

９ 指定更新有効期限満了日       令和 11年 9月 30日 

 

10 サ ー ビ ス の 種 類       地域密着型通所介護 

 


